
提

出

者

山

井

和

則

平
成
十
八
年
三
月
二
日
提
出

質
問
第
一
二
一
号

医
療
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に
関
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る
質
問
主
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医
療
費
の
推
計
に
関
す
る
質
問
主
意
書

医
療
制
度
改
革
は
、
国
民
の
生
命
と
健
康
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
改
革
に
あ
た
っ
て
、
将
来
の
国
民
医
療
費

の
推
移
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
と
い
う
推
計
は
、
改
革
の
方
向
性
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

こ
の
推
計
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
付
け
の
医
療
制
度
構
造
改
革
試
案
（
以
下
「
試
案
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
制
度
改
正
な
し
で
医
療
費
が
推
移
し
た
場
合
、
平
成
三
十
七
年
度
の
医
療
給
付
費
が
五
十
六
兆
円
に
な

る
と
見
通
し
て
お
り
、
そ
の
試
算
の
現
行
見
通
し
は
「
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
五
月
の
『
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の

見
通
し
』
に
即
し
つ
つ
、
起
算
点
を
平
成
十
八
年
度
概
算
要
求
と
す
る
と
、
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
試
算
の
前

提
と
さ
れ
て
い
る
平
成
十
六
年
五
月
の
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
（
以
下
「
社
会
保
障
見
通
し
」
と
い

う
。
）
を
見
る
と
、
「
平
成
十
六
年
度
予
算
を
足
下
と
し
、
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
（
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢

者
医
療
費
三
・
二
％

平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
）
を
前
提
に
、
人
口
変
動
（
人
口
高
齢
化
及
び
人
口
増
減
）
の
影
響

を
考
慮
し
て
医
療
費
を
伸
ば
し
て
推
計
。
」
と
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
試
案
の
推
計
は
、
「
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸

び
（
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％

平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
）
」
を
用
い
て
推
計
し
て
い
る

一



と
理
解
し
て
よ
い
か
。

二

社
会
保
障
見
通
し
の
「
平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
」
と
は
、
「
平
成
六
年
度
を
起
算
点
と
し
た
、
五
年
間
の
医
療
費

の
伸
び
の
平
均
」
と
「
平
成
七
年
を
起
算
点
と
し
た
四
年
間
の
医
療
費
の
伸
び
の
平
均
」
の
ど
ち
ら
を
意
味
す
る
の
か
。

三

同
じ
く
社
会
保
障
見
通
し
の
前
提
と
さ
れ
る
「
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％
」
に
お
け
る
高
齢
者

と
は
、
何
歳
以
上
を
指
し
て
い
る
の
か
。

四

試
案
に
お
い
て
は
「
平
成
十
八
年
度
概
算
要
求
を
起
算
点
」
と
し
て
医
療
制
度
改
革
試
案
の
推
計
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ

の
起
算
点
の
一
人
当
た
り
医
療
費
は
、
一
般
、
高
齢
者
そ
れ
ぞ
れ
何
を
根
拠
に
い
く
ら
と
し
て
い
る
の
か
。

五

四
の
起
算
点
の
数
字
を
元
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
六
十
五
兆
円
、
医
療
給
付
費
五
十
六

兆
円
と
い
う
数
字
を
導
き
出
し
た
の
か
、
計
算
式
を
明
示
し
て
説
明
さ
れ
た
い
。

六

五
で
計
算
さ
れ
た
、
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
六
十
五
兆
円
、
医
療
給
付
費
五
十
六
兆
円
と
い
う
数
字
は
、
そ
の

間
に
経
済
成
長
等
を
見
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
た
場
合
、
い
く
ら
と
考
え
ら
れ
る
か
。

七

社
会
保
障
見
通
し
で
は
「
平
成
十
六
年
度
予
算
を
足
下
と
し
」
と
あ
る
が
、
こ
の
起
算
点
の
一
般
・
高
齢
者
の
一
人
当
た

り
医
療
費
は
、
一
般
、
高
齢
者
そ
れ
ぞ
れ
何
を
根
拠
に
い
く
ら
と
し
て
い
る
の
か
。

二



八

「
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
（
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％

平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平

均
）
」
の
「
実
績
」
は
、
ど
の
よ
う
な
基
礎
デ
ー
タ
を
元
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。

九
、
八
の
実
績
の
計
算
は
、
医
療
費
の
伸
び
の
み
を
計
算
し
た
も
の
か
、
若
し
く
は
、
そ
れ
に
加
え
て
次
に
示
す
事
項
に
つ
い

て
何
ら
か
の
補
正
を
加
え
た
も
の
か
。
補
正
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
計
算
式
で
計
算
し
、
ど
れ
だ
け
の
補
正
を
加
え
て
い
る
か
、
示
さ
れ
た
い
。

ア

診
療
報
酬
改
定
の
影
響

イ

高
齢
化
の
影
響

ウ

制
度
改
正
の
影
響

十

九
の
項
目
以
外
に
補
正
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
補
正
を
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
計
算
式
で
、
ど
れ
だ
け
の

補
正
を
加
え
て
い
る
か
、
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


